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「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」の一部改正について

ベトナム向けに輸出される水産食品については、「ベトナム向け輸出水産食

品の取扱いについて」（平成22年８月25日付け食安発0825第５号厚生労働省医

薬食品局食品安全部長通知、22水漁第1110号水産庁長官通知：最終改正 平成

26年３月26日付け食安発0326第１号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、

25水漁第1753号水産庁長官通知。以下「旧通知」という。）に基づき取り扱っ

ている。

今般、ベトナム政府から、輸出品目を変更する場合には、新規登録と同様の

書類の提出が必要である旨連絡があったことから、旧通知を別添のとおり改正

するので、貴管内関係事業者等への周知をお願いする。

また、旧通知により既に認定されている施設については、本通知施行後も引

き続き本通知に基づく認定施設として取り扱うこととする。
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「ベトナム向け輸出水産食品取扱要領」新旧対照表

改正後 改正前

別 紙 別 紙

ベトナム向け輸出水産食品取扱要領 ベトナム向け輸出水産食品取扱要領

１～５（略） １～５（略）

６．登録施設の登録事項の変更 ６．登録施設の登録事項の変更

（１）施設登録者は、登録の変更又は取消しをしようとする場合は、別紙 （１）施設登録者は、登録の変更又は取消しをしようとする場合は、別紙

様式５により、施設登録担当部局に申請する。 様式５により、施設登録担当部局に申請する。

なお、変更の場合にあっては、別紙様式２、製品の加工工程に関するフ なお、変更の場合にあっては、変更内容が確認できる書類を添付する。

ローチャート、施設の平面図及びその他変更内容が確認できる書類を添付

する。（ただし、変更が事業者名のみの場合にあっては、製品の加工工程に

関するフローチャート及び施設の平面図の添付を省略することができる。）

７～１１（略） ７～１１（略）

別紙様式１～４（略） 別紙様式１～４（略）

（別紙様式５） （別紙様式５）

年 月 日 年 月 日

都道府県施設登録担当部局長 殿 都道府県施設登録担当部局長 殿

申請者 申請者

住所 住所

氏名 氏名

（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名） （法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名）

別添
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ベトナム向け輸出水産食品施設登録事項の変更（取消し）確認申請書 ベトナム向け輸出水産食品施設登録事項の変更（取消し）確認申請書

「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成２２年８月２５日 「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成２２年８月２５日

付け食安発０８２５第５号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、２２ 付け食安発０８２５第５号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、２２

水漁第１１１０号水産庁長官通知）に基づき、下記登録施設の登録事項の 水漁第１１１０号水産庁長官通知）に基づき、下記登録施設の登録事項の

変更（取消し）について、関係書類を添えて申請します。なお、変更後に 変更（取消し）について、関係書類を添えて申請します。なお、変更後に

登録施設の名称及び所在地を公表することを了承いたします。 登録施設の名称及び所在地を公表することを了承いたします。

記 記

１．登録番号 １．登録番号

２．登録施設の名称及び所在地 ２．登録施設の名称及び所在地

３．変更事項 ３．変更事項

（日本語） （日本語）

（英 語） （英 語）

（申請の記載等に関する注意事項） （申請の記載等に関する注意事項）

変更にあっては、別紙様式２、製品の加工工程に関するフローチャート、 変更にあっては、変更内容が確認できる書類を添付する。（例：変更後、

施設の平面図及びその他変更内容が確認できる書類（例：変更後、新たに 新たに取得した営業許可書の写し等）

取得した営業許可書の写し等）を添付する。（ただし、変更が事業者名のみ

の場合にあっては、製品の加工工程に関するフローチャート及び施設の平

面図の添付を省略することができる。）

別紙様式６～１１（略） 別紙様式６～１１（略）

別添


